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雇用調整助成金に係る不正受給防止対策の強化【第２弾】について 

 

 

 

 

 
多くの事業主の皆様にご利用いただいている雇用調整助成金については、これま

でも不正受給防止対策の強化に取り組んできたところですが、一部に不正な受給も

見られる（※）ことから、より一層の適正な支給に向けて、以下のような不正受給防止

対策に新たに取り組むこととします。 
 
１ 実地調査の強化 
   これまでも、都道府県労働局が不正受給防止のための実地調査等を実施してき

たところですが、以下の事業所については、必ず実地調査を行うこととします。 
① 事業主が自ら実施する事業所内訓練の実施日数が多い事業所 
② ある程度業務量があると推察されるにもかかわらず休業の実施日数が多い事

業所 
③ 休業等を実施する一方で合理的な理由なく雇用する労働者数が増加している

事業所 
 
２ 効果的な立入検査の徹底 

不正が疑われる事業所については、都道府県労働局が雇用保険法第７９条に

基づき立入検査を行っているところですが、効果的な立入検査のノウハウを厚生

労働省において収集・分析し、立入検査担当者にその成果を研修することにより、

全国でより効果的な立入検査の実施を徹底します。 
 

（※） 架空の休業や教育訓練を実施したとして虚偽の申請を行ったことなどにより、平成２１年度の

間に、９１事業所、約７億３５５万円（平成２２年３月３０日に記者発表した５２事業所、約１億９，３

５０万円を含む。）を不正として処分し、悪質な事案については、刑事告発をしています。 

【不正受給防止対策の概要】  
 多くの事業主の皆様にご利用いただいている雇用調整助成金について、平成

２２年３月３０日に不正受給防止対策の強化について記者発表しましたが、より

一層の適正な支給に向けて、新たな不正受給防止対策に取り組むこととします。
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雇用調整助成金に係る不正受給防止対策の強化

雇用調整助成金は 事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が 労働者の雇用を維持雇用調整助成金は、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持
するために休業等を行った場合、それにかかった費用の一部を助成する制度です。

厚生労働省及び都道府県労働局では、本助成金のより一層の適正な支給に向けて、以
下のような不正受給防止対策に取り組んでいます下のような不正受給防止対策に取り組んでいます。

不正受給防止対策の強化【第２弾】不正受給防止対策の強化【第２弾】不正受給防止対策の強化【第１弾】不正受給防止対策の強化【第１弾】

①休業等実施事業所に対する都道府県労働局に

よる実地調査回数を増加

①都道府県労働局において、以下の事業所に係る

実地調査を必ず実施

平成２２年４月１日～ 平成２２年７月１日～

よる実地調査回数を増加

②休業等を実施した労働者の一部に対する電話ヒ

アリングの実施

実地調査を必ず実施

・事業主が自ら実施する事業所内訓練の実施

日数が多い事業所

③教育訓練に係る事前計画届について労働者別

の記載を義務付け

④教育訓練実施計画の範囲内で実施日数及び対

・ある程度業務量があると推察されるにもかか

わらず休業の実施日数が多い事業所

・休業等を実施する一方で合理的な理由なく雇④教育訓練実施計画の範囲内で実施日数及び対

象者数が減少する場合についても変更届の提

出を義務付け

⑤教育訓練実施後の支給申請時に個々の労働者

休業等を実施する 方で合理的な理由なく雇

用する労働者が増加している事業所

②厚生労働省において、都道府県労働局が行う立

入検査のノウ ウを収集 分析し その成果を研⑤教育訓練実施後の支給申請時に個々の労働者

ごとに実施を証明する書類の提出を義務付け

入検査のノウハウを収集・分析し、その成果を研

修することにより不正受給の摘発を強化


